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護委員会とＥＵの一般データ保護規則（ＧＤＰＲ）を所管する欧州委員会との間で、日・

ＥＵ間の相互の円滑な個人データの移転を図る枠組の構築に向けて対話が進められてきた。

2019年１月に個人情報保護委員会が法第28条に基づき「個人の権利利益を保護する上で我

が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国」と

してＥＵを指定し、欧州委員会もＧＤＰＲ第45条に基づき「十分なデータ保護の水準を確

保している」国として日本の十分性認定を行ったことにより、日・ＥＵ間の相互の円滑な

個人データの移転を図る相互認証の枠組が発効した。また、2023年４月に相互認証の枠組

に係る共同レビューが完了し、引き続き個人情報保護委員会と欧州委員会は相互に上記指

定・認定を継続することとした。 

 

３．本議定書の主な内容 

本議定書は、前述の現行協定第８・81条を改め、両締約国は、情報の電子的手段による

国境を越える移転の確保を約束する。このため、原則として下記の措置の採用・維持が禁

止される（第３条）。 

 

（a）情報の処理に関して、自国の領域内のコンピュータ関連設備又はネットワーク構成要素の使用を要求すること 

（b）情報の保存又は処理に関して、自国の領域における情報のローカライゼーションを要求すること 

（c）他方の締約国の領域における情報の保存又は処理を禁止すること 

（d）（a）又は（b）を情報の国境を越える移転の条件とすること 

（e）自国の領域への情報の移転を禁止すること 

（f）他方の締約国への情報の移転の前に自国の事前の承認を要求すること 

 

特に（a）や（b）について、一般にデータのローカライゼーションとは、当局によるデー

タへのアクセスの確保、安全保障や産業政策等を目的としてサーバ等のコンピュータ関連

設備の国内設置を要求するものであり、国境を越えたビジネス活動を行う企業にとって、

新たに当該国においてコンピュータ関連設備を設置することは、データ保護に関するセ

キュリティ上の脆弱性を招き得るとともに、ビジネスコストを引き上げ、投資抑制やグロー

バル展開の妨げとなり得ることが念頭に置かれている。 

また、現行協定第８・81条の次に第８・82条として、各締約国が個人情報保護の法的枠

組を採用・維持すること等に関する規定を追加する（第４条）。さらに、上記条項の追加に

伴い、現行協定の金融サービス情報の移転・処理に関する規定（第８・63条）が不要とな

り、本規定を削除する（第５条）。 

なお、本議定書は、現行協定第23・２条１及び２の規定に従い、本議定書の効力発生の

ためのそれぞれの関係する国内法上の要件及び手続について、当該要件を満たしたこと及

び当該手続が完了したことを両締約国が相互に通告する日の属する月の後２番目の月の初

日又は同日よりも遅い日であって両締約国が合意する日に効力を生ずる（第６条）。 

（目黒
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日・クロアチア航空協定 

 
 

１．航空協定と国際民間航空体制 

 航空協定は、締約国間の定期航空路線に係る法的枠組を設定することを目的とする国際

約束である。航空協定の締結により、締約国がそれぞれ指定する航空企業は、航空協定の

附属書や付表に定める路線において、協定上定められた特権を享受しながら安定的に定期

航空業務を行うことが認められる。また、近年の航空協定は、テロ対策や航空の安全に係

る規定を置き、これらの分野において一定の措置をとることを締約国間で約束することに

より、民間航空の安全な運航を法的な側面から支援する役割を担っている。 

 現在の国際民間航空体制の基礎は、1944年12月にシカゴで開催された国際民間航空会議

において採択された、国際民間航空が安全かつ整然と発達すること等を目的とする国際民

間航空条約（以下「シカゴ条約」という。2024年４月現在の締約国は193か国。日本は1953

年に加入）によって築かれた。シカゴ条約は、国際民間航空に関する一般的ルールを規律

する多数国間条約であり、具体的には締約国領域の上空飛行、航空機の国籍、航空機の備

えるべき要件、国際標準及び勧告方式、国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）の設置等について

規定した一方、各国の領空主権を完全かつ排他的な権利として認め、定期国際航空業務の

実施を可能とする領空主権の制限規定を置かなかった。そこで、シカゴ条約とは別に、定

期国際航空業務を安定的に行うために必要とされる５つの空の自由を全て規定する「国際

航空運送協定」及び５つの空の自由のうち第１の自由と第２の自由のみを規定する「国際

航空業務通過協定」がそれぞれ採択された（空の自由については下記の表を参照）。しかし、

国際航空運送協定の締約国がわずか11か国（2024年４月現在、日本は未加入）で実効性の

ある協定とはなっていないため、５つの空の自由を確保するためには個別に二国間航空協

定を締結することが必要となった（国際航空業務通過協定については、2024年４月現在の

締約国は135か国。日本は1953年に加入）。 

 

表 空の自由 

類型 内容 

①第１の自由 自国の航空機が相手国の領空を無着陸で通過する自由（上空通過の自由） 

②第２の自由 自国の航空機が相手国への運輸以外の目的（機体整備、給油等）で着陸する自由（技術着陸の自由） 

③第３の自由 自国の航空機が自国からの貨客を相手国内で積み降ろす自由（貨客積み降ろしの自由） 

④第４の自由 自国の航空機が自国へ向けた貨客を相手国内で積み込む自由（貨客積込みの自由） 

⑤第５の自由 自国の航空機が相手国と第三国との間で貨客を運ぶ自由（第三国間輸送の自由） 

※①～②をまとめて「通過権」、③～⑤をまとめて「運輸権」、⑤を特に「以遠権」という。 

（出所）藤田勝利編『新航空法講義』（信山社、2007年）を基に筆者作成 
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２．国会提出の経緯 

クロアチアは2013年７月に正式加盟した最も新しいＥＵ加盟国であり、2023年１月に協

定加盟国間の自由移動について規定するシェンゲン協定に加盟するとともに、ＥＵの単一

通貨ユーロを導入した。また、同国はアドリア海に面する風光明媚な海岸線と大小1,185の

島々を持つ欧州有数の観光国であり、世界的に新型コロナウイルス感染症が拡大する前の

2019年にはのべ約15万人の日本人観光客が訪れた。 

2017年６月９日、日本・クロアチア航空当局は、将来的には定期便を就航させるに相応

しい航空需要があることを認識しつつ、新規航空協定締結に向け、協定の記載事項、今後

の手続等について意見交換を実施し、新規協定締結までの間の暫定的な枠組に合意した。

その後、2018年11月19日及び20日の日・クロアチア航空協定（以下「本協定」という。）に

関する第１回政府間交渉を皮切りに政府間交渉が複数回行われた結果、2022年11月15日の

第４回政府間交渉会合において実質合意に至った。2023年７月21日に本協定の署名が行わ

れ、2024年３月８日、第213回国会（常会）に本協定（閣条第６号）が提出された。なお、

クロアチア以外に日本が二国間航空協定を締結しているＥＵ構成国は13か国であり、2024

年２月29日にチェコとの間で航空協定の署名が行われた。 

 

３．本協定の主な内容 

本協定は、日・クロアチア間の定期航空業務の安定的な運営を可能にする法的枠組を定

めるものである。一方の締約国の航空企業は、他方の締約国の領域を無着陸で通過するこ

とができる（第１の自由）ほか、当該他方の締約国の領域に運輸以外の目的で着陸するこ

とができる（第２の自由）（第４条１）。加えて、一方の締約国の指定航空企業（両締約国

によりそれぞれ指定される航空企業）は、本協定の附属書Ⅰに定める路線（以下「特定路

線」という。）において、他方の締約国内の地点に着陸して、定期的に両締約国間の貨客の

運送を行うことができる（第３及び第４の自由）とともに、特定路線上に第三国内の地点

がある場合には、定期的に当該地点と他方の締約国内の地点との間の貨客の運送を行うこ

とができる（第５の自由）（第４条２）。また、一方の締約国の指定航空企業は、他方の締

約国の空港等の施設の使用料金につき最恵国待遇及び内国民待遇と同等の待遇が与えられ

る（第５条）とともに、その航空機が使用する燃料、潤滑油、予備部品、正規の装備品及

び航空機貯蔵品について当該他方の締約国の関税等を原則として免除される（第６条）。た

だし、指定航空企業が提供する輸送力は、貨客輸送需要に適合するものでなければならず、

その需要のうち当該指定航空企業を指定した締約国発着の貨客を運送すること（第３及び

第４の自由の行使）を主目的として輸送力を供給する。当該指定航空企業を指定した締約

国内の地点以外の地点間の貨客の運送（第５の自由の行使）は二次的なものであり、その

運送を主目的とした輸送力を供給して業務を行うことはできない（第10条）。 

このほか、本協定には運賃に関する原則及び手続（第11条）、民間航空の保安のための措

置（第13条）、航空の安全のための措置（第14条）等が規定されている。 

（目黒
めぐろ
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